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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信した動画像パケット収容される動画像を再生する動画像復号再生装置において、
　前記動画像パケットを、第１の復号用時刻情報を含むヘッダを伴う第１のビットストリ
ーム、第２の復号用時刻情報を含むヘッダを伴う第２のビットストリーム、及び前記第１
のビットストリームの再生タイミングを示す再生時刻情報に分離する分離部と、
　前記第１のビットストリーム及び第２のビットストリームを、それぞれ第１の画像フレ
ーム及び第２の画像フレームに復号する復号部と、
　前記復号された第１の画像フレーム及び第２の画像フレームを出力する出力部と、
　前記出力部に対し、前記再生時刻情報に基づいて前記第１の画像フレームを出力するよ
うに制御し、前記再生時刻情報に前記第２の復号用時刻情報と前記第１の復号用時刻情報
との差分を加算して前記第２のビットストリームの再生タイミングを示す再生時刻情報を
求め、当該再生時刻情報に基づいて前記第２の画像フレームを出力するように制御する制
御部と
を具備することを特徴とする動画像復号再生装置。
【請求項２】
　前記再生時刻情報は、前記動画像パケットのヘッダ部分に含まれていることを特徴とす
る請求項１に記載の動画像復号再生装置。
【請求項３】
　前記動画像は、１フレームのビットストリーム長が可変であり、前記第１の画像フレー
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ムと前記第２の画像フレームとは、そのフレーム間隔が一定でないことを特徴とする請求
項１記載の動画像復号再生装置。
【請求項４】
　符号化された動画像を含むＰＥＳ（Packetized Elementary Stream）パケットを受信し
、前記動画像を再生する動画像復号再生装置において、
　前記ＰＥＳパケットを、第１の復号用時刻情報を含むヘッダを伴う第１のビットストリ
ーム、第２の復号用時刻情報を含むヘッダを伴う第２のビットストリーム、及び前記第１
のビットストリームの再生タイミングを示す再生時刻情報に分離する分離部と、
　前記第１のビットストリーム及び第２のビットストリームを、それぞれ第１の画像フレ
ーム及び第２の画像フレームに復号する復号部と、
　前記復号された第１の画像フレーム及び第２の画像フレームを出力する出力部と、
　前記出力部に対し、前記再生時刻情報に基づいて前記第１の画像フレームを出力するよ
うに制御し、前記再生時刻情報に前記第２の復号用時刻情報と前記第１の復号用時刻情報
との差分を加算して前記第２のビットストリームの再生タイミングを示す再生時刻情報を
求め、当該再生時刻情報に基づいて前記第２の画像フレームを出力するように制御する制
御部と
を具備することを特徴とする動画像復号再生装置。
【請求項５】
　前記再生時刻情報は、前記ＰＥＳパケットのヘッダ部分に含まれていることを特徴とす
る請求項４に記載の動画像復号再生装置。
【請求項６】
　前記動画像は、１フレームのビットストリーム長が可変であり、前記第１の画像フレー
ムと前記第２の画像フレームとは、そのフレーム間隔が一定でないことを特徴とする請求
項４記載の動画像復号再生装置。
【請求項７】
　受信した動画像パケットに収容される動画像を再生する方法において、
　前記動画像パケットを、第１の復号用時刻情報を含むヘッダを伴う第１のビットストリ
ーム、第２の復号用時刻情報を含むヘッダを伴う第２のビットストリーム、及び前記第１
のビットストリームの再生タイミングを示す再生時刻情報に分離し、
　前記第１のビットストリーム及び第２のビットストリームをそれぞれ第１の画像フレー
ム及び第２の画像フレームに復号し、
　前記再生時刻情報に基づいて前記復号された第１の画像フレームを出力し、
　前記再生時刻情報に前記第２の復号用時刻情報と前記第１の復号用時刻情報との差分を
加算して前記第２のビットストリームの再生タイミングを示す再生時刻情報を求め、当該
再生時刻情報に基づいて前記復号された第２の画像フレームを出力することを特徴とする
動画像復号再生方法。
【請求項８】
　前記再生時刻情報は、前記動画像パケットのヘッダ部分に含まれていることを特徴とす
る請求項７に記載の動画像復号再生方法。
【請求項９】
　前記動画像は、１フレームのビットストリーム長が可変であり、前記第１の画像フレー
ムと前記第２の画像フレームとは、そのフレーム間隔が一定でないことを特徴とする請求
項７記載の動画像復号再生方法。
【請求項１０】
　動画像信号と音声信号をそれぞれ符号化して得られる動画像ビットストリームと音声ビ
ットストリームをパケット化すると共に、パケット化で得た動画像パケット及び音声パケ
ットのヘッダにそれぞれ再生タイミングを示す再生時刻情報を付加し、多重化することに
よって形成されるマルチメディア情報を受信するマルチメディア情報受信装置において、
　前記受信したマルチメディア情報から動画像パケット及び音声パケットを分離するパケ
ット分離部と、
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　前記動画像パケットから前記動画像ビットストリームを復号し、前記再生時刻情報に基
づいて再生出力する動画像復号再生部と、
　前記音声パケットから前記音声ビットストリームを復号し、前記再生時刻情報に基づい
て再生出力する音声復号再生部とを具備し、
　前記動画像復号再生部は、
　前記動画像パケットを、第１の復号用時刻情報を含むヘッダを伴う第１のビットストリ
ーム、第２の復号用時刻情報を含むヘッダを伴う第２のビットストリーム、及び前記再生
時刻情報に分離し、
　前記第１のビットストリーム及び第２のビットストリームをそれぞれ第１の画像フレー
ム及び第２の画像フレームに復号し、
　前記再生時刻情報に基づいて前記復号された第１の画像フレームを出力し、前記再生時
刻情報に前記第２の復号用時刻情報と前記第１の復号用時刻情報との差分を加算して前記
第２のビットストリームの再生タイミングを示す再生時刻情報を求め、当該再生時刻情報
に基づいて前記復号された第２の画像フレームを出力することを特徴とするマルチメディ
ア情報受信装置。
【請求項１１】
　前記動画像復号再生部は、前記動画像パケットが前記第１のビットストリーム及び第２
のビットストリームを含んでいるときに、前記再生時刻情報に前記第２の復号用時刻情報
と前記第１の復号用時刻情報との差分を加算して再生時刻情報を求めることを特徴とする
請求項１０に記載のマルチメディア情報受信装置。
【請求項１２】
　前記動画像は、１フレームのビットストリーム長が可変であり、前記第１の画像フレー
ムと前記第２の画像フレームとは、そのフレーム間隔が一定でないことを特徴とする請求
項１０記載のマルチメディア情報受信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば互いに関連したオーディオ信号及び動画像信号を別個に圧縮して多重し
たマルチメディア情報を受信し、分離、伸張したオーディオ信号及び動画像信号を、同期
をとって再生するマルチメディア情報受信装置に係り、特に動画像信号復号再生装置の改
良に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、オーディオ信号及び動画像信号を多重したマルチメディア情報を伝送するマルチ
メディア情報伝送システムにあっては、送信側ではオーディオ、動画像それぞれの符号化
処理部において両者の同期を取って処理する必要があり、受信側ではオーディオと動画像
の再生タイミングが一致するように復号化処理部において両者の出力を同期させなければ
ない。このようにオーディオと動画像の同期を可能とするために、国際標準の符号化方式
であるＭＰＥＧ（Moving Pictures Experts Group）－１及びＭＰＥＧ－２等では、プレ
ゼンテーションタイムスタンプ（ＰＴＳ：Presentation Time Stamp）という再生出力時
刻管理情報を使い、復号器のシステムタイムクロック（ＳＴＣ：System Time Clock）と
いう基準同期時刻がタイムスタンプ（ＰＴＳ）で管理される時刻に一致した時に、オーデ
ィオ信号、動画像信号をそれぞれ再生出力することが規定されている。
【０００３】
例えば、ＭＰＥＧ－２システムでは、オーディオ信号と動画像信号を多重する場合に、オ
ーディオ信号、動画像信号を符号化したビットストリームをグループ化し、可変長の長さ
でパケット化してＰＥＳ（Packetized Elementary Stream）と呼ばれるパケットを生成す
る。このとき、各ＰＥＳパケット中に１つのタイムスタンプ（ＰＴＳ）を付加する。１つ
のＰＥＳパケット中に複数フレームの動画像ビットストリームが存在する場合には、最初
のフレームに対応するタイムスタンプ（ＰＴＳ）だけを付加する。このため、残りのフレ
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ームに関してはタイムスタンプ（ＰＴＳ）が存在しない。
【０００４】
但し、ＭＰＥＧ－２の動画像符号化方式では、１フレームの動画像ビットストリーム長が
長いため、１つのＰＥＳパケット中に複数のフレームの動画像ビットストリームが存在す
ることはほとんどない。また、フレーム間隔が一定であるため、個々のフレームのタイム
スタンプ（ＰＴＳ）が存在しなくても、最初のフレームのタイムスタンプ（ＰＴＳ）から
表示時刻をほぼ正確に推定することが可能である。
【０００５】
一方、現在、動画像符号化方式として、伝送速度が低い移動体通信（無線通信）等での利
用を想定したＭＰＥＧ－４の規格制定が進められている。このＭＰＥＧ－４ビデオ符号化
方式では、ビットストリーム内の各VOP（フレーム）のヘッダに各VOPに対する再生時刻を
示すタイムスタンプを付加する事が規定されている。ただし、このタイムスタンプはシス
テムタイムクロックではなく、ビデオ独自の制度のクロックで表された値である。
【０００６】
ここで、１つのＰＥＳパケットで１フレームの動画像ビットストリームをパケット化した
とする。この場合、１フレームの動画像ビットストリーム長が短い場合にはＰＥＳパケッ
ト長も短くなる。ところが、ＰＥＳパケット内にフレームに対応する実データ３３ビット
のタイムスタンプ（ＰＴＳ）を付加するため、パケット長に対してオーバヘッド（多重化
のための追加データ）が大きくなり、全体の伝送効率が低下してしまう。
【０００７】
そこで、１つのＰＥＳパケットで複数のフレームの動画像ビットストリームをパケット化
し、そのＰＥＳパケット中に最初のフレームに対応するタイムスタンプ（ＰＴＳ）のみを
付加することが考えられる。しかしながら、ＭＰＥＧ－４ではフレーム間隔が一定になる
とは限らない。この場合、ＰＥＳパケット中に最初のフレーム以外のタイムスタンプ（Ｐ
ＴＳ）が存在しないことから、残りのフレームに関しては正確な再生時刻がわからなくな
ってしまうことになる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
以上述べたように、伝送速度が低い移動体通信等での利用を想定したＭＰＥＧ－４では、
動画像ビットストリームを１フレーム毎にＰＥＳパケット化した場合には、パケット中に
フレームに対応するタイムスタンプ（ＰＴＳ）を付加すると、パケット長に対してオーバ
ヘッドが大きくなってしまう。また、複数フレームの動画像ビットストリームをパケット
化し、そのパケット中に先頭フレームに対応するタイムスタンプ（ＰＴＳ）のみを付加し
た場合には、他のフレームについては正確な再生時刻がわからなくなってしまう。
【０００９】
本発明は、上記の問題を解決するためになされたもので、１フレームの動画像ビットスト
リーム長が可変であり、全てのフレームの動画像ビットストリームに動画像自身の時刻管
理情報が付加される動画像符号化方式が採用され、１フレームの動画像ビットストリーム
毎にパケット化されている場合、複数フレームの動画像ビットストリームがまとめられて
パケット化されている場合のいずれの場合でも、全フレームの動画像ビットストリームの
正確な再生時刻を求めることのできる動画像復号再生装置と、この装置を用いて動画像と
音声を正確に同期再生することのできるマルチメディア情報受信装置を提供することを目
的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために本発明には、動画像信号を符号化した動画像ビットストリー
ムのフレームヘッダに動画像ビットストリーム内部時刻管理情報を付加し、１または複数
のフレームの動画像ビットストリームをパケット化し、そのパケット中に少なくとも１以
上のフレームに対応する再生時刻管理情報を付加して伝送するシステムの動画像復号再生
装置において、前記再生時刻管理情報が付加されているフレームの動画像ビットストリー
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ムについては、その復号動画像信号を前記再生時刻管理情報で指定される再生時刻に出力
し、前記再生時刻管理情報が付加されていないフレームの動画像ビットストリームについ
ては、そのフレーム以前にある最初の再生時刻管理情報とそのフレームの動画像ビットス
トリームのヘッダに付加されている動画像ビットストリーム内部時刻管理情報から再生時
刻を求め、この再生時刻にそのフレームの復号動画像信号を出力することを特徴とする。
【００１１】
具体的には、前記パケットから前記動画像ビットストリーム及び再生時刻管理情報を分離
する分離部と、この分離部で分離された動画像ビットストリーム及び再生時刻管理情報を
蓄積する入力バッファ部と、この入力バッファ部から１フレーム毎に動画像ビットストリ
ーム及び再生時刻管理情報を読み出して復号し、そのフレームヘッダに付加された復号時
刻管理情報により指定される復号時刻情報と、そのフレームに対応する再生時刻管理情報
があるときはその情報により指定される再生時刻情報を出力する動画像信号復号部と、こ
の動画像信号復号部で復号された動画像信号を記憶するフレームメモリ部と、このフレー
ムメモリ部に記憶された動画像信号を再生指示に従って出力する画像出力部と、前記動画
像復号部から動画像信号独立時刻情報、再生時刻情報を受け取り、前記再生時刻情報があ
るフレームについてはその情報で指定される再生時刻に前記画像出力部に動画像信号を出
力するように指示し、前記再生時刻情報がないフレームについてはそのフレーム以前にあ
る最初の再生時刻管理情報とそのフレームの動画像ビットストリームのヘッダに付加され
ている動画像ビットストリーム内部時刻管理情報から再生時刻を求め、この再生時刻に前
記画像出力部に動画像信号を出力するように指示する時間制御部とを具備することを特徴
とする。
【００１２】
上記構成によれば、１フレームの動画像ビットストリーム長が可変であり、全てのフレー
ムの動画像ビットストリームに動画像自身の時刻管理情報が付加される動画像符号化方式
が採用され、１フレームの動画像ビットストリーム毎にパケット化されている場合、複数
フレームの動画像ビットストリームがまとめられてパケット化されている場合のいずれの
場合でも、全フレームの動画像ビットストリームの正確な再生時刻を求めることが可能と
なる。
【００１３】
前記再生時刻は、システムが持つ基準時刻により管理するものとする。これにより、他の
再生信号との同期を図ることができる。
【００１４】
前記パケット中に複数のフレームに対応する再生時刻管理情報が付加されているときは、
前記再生時刻管理情報が付加されたフレームの復号動画像信号を選択的に出力するものと
する。これにより、再生時刻管理情報が付加されているフレームでのランダムアクセスが
可能となる。
【００１５】
また、本発明に係るマルチメディア情報受信装置は、互いに関連する動画像信号及び音声
信号をそれぞれ符号化した動画像ビットストリーム及び音声ビットストリームを、それぞ
れパケット化し多重して生成されたマルチメディア情報を伝送するシステムに用いられる
装置であって、前記マルチメディア情報の動画像パケットについては、前記動画像ビット
ストリームのフレームヘッダに動画像ビットストリーム内部時刻管理情報が付加され、１
または複数のフレームの動画像ビットストリームがパケット化され、そのパケット中に前
記音声信号の再生と同期をとるために少なくとも１以上のフレームに対応する再生時刻管
理情報が付加されているとき、前記マルチメディア情報の各パケットから動画像ビットス
トリーム、音声ビットストリーム、音声、動画像各々に対する再生時刻管理情報をそれぞ
れ分離する分離部と、この分離部で分離された音声ビットストリームを復号し、復号され
た音声信号を音声に対する再生時刻管理情報に基づいて再生出力する音声復号再生部と、
前記分離部で分離された動画像ビットストリーム及び動画像に対する再生時刻管理情報を
取り込んで、前記再生時刻管理情報が付加されているフレームの動画像ビットストリーム
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については、その復号動画像信号を前記再生時刻管理情報で指定される再生時刻に出力し
、前記再生時刻管理情報が付加されていないフレームの動画像ビットストリームについて
は、そのフレーム以前にある最初の再生時刻管理情報とそのフレームの動画像ビットスト
リームのヘッダに付加されている動画像ビットストリーム内部時刻管理情報から再生時刻
を求め、この再生時刻にそのフレームの復号動画像信号を出力する動画像復号再生部とを
具備することを特徴とする。
【００１６】
特に、前記動画像復号再生部は、前記分離部で分離された動画像ビットストリーム及び再
生時刻管理情報を蓄積する入力バッファ部と、この入力バッファ部から１フレーム毎に動
画像ビットストリーム及び再生時刻管理情報を読み出して復号し、そのフレームヘッダに
付加された動画像ビットストリーム内部時刻管理情報により指定される復号時刻情報と、
そのフレームに対応する再生時刻管理情報があるときはその情報により指定される再生時
刻情報を出力する動画像信号復号部と、この動画像信号復号部で復号された動画像信号を
記憶するフレームメモリ部と、このフレームメモリ部に記憶された動画像信号を再生指示
に従って出力する画像出力部と、前記動画像信号復号部から動画像独立時刻情報、再生時
刻情報を受け取り、前記再生時刻情報があるフレームについてはその情報で指定される再
生時刻に前記画像出力部に動画像信号を出力するように指示し、前記再生時刻情報がない
フレームについてはそのフレーム以前にある最初の再生時刻管理情報とそのフレームの動
画像ビットストリームのヘッダに付加されている動画像ビットストリーム内部時刻管理情
報から再生時刻を求め、この再生時刻に前記画像出力部に動画像信号を出力するように指
示する時間制御部とを備えることを特徴とする。
【００１７】
上記構成によれば、マルチメディア情報を構成するパケットに動画像ビットストリームを
含み、１フレームの動画像ビットストリーム長が可変であり、全てのフレームの動画像ビ
ットストリームに動画像自身の時刻管理情報が付加される動画像符号化方式が採用されて
いるとき、１フレームの動画像ビットストリーム毎にパケット化されている場合、複数フ
レームの動画像ビットストリームがまとめられてパケット化されている場合のいずれの場
合でも、全フレームの動画像ビットストリームの正確な再生時刻を求めることが可能とな
る。
【００１８】
前記再生時刻は、システムが持つ基準時刻により管理するものとする。これにより、動画
像信号の再生を音声信号と再生と同期させることが可能となる。
【００１９】
前記パケット中に複数のフレームに対応する再生時刻管理情報が付加されているとき、前
記再生時刻管理情報が付加されたフレームの復号動画像信号を選択的に出力するようにす
る。これにより、再生時刻管理情報が付加されているフレームでのランダムアクセスが可
能となる。
【００２０】
すなわち、本発明は、例えばＭＰＥＧ－４を動画像符号化方式として採用する場合、動画
像ビットストリームのヘッダ情報内にフレームの動画像ビットストリーム内部時刻管理情
報が挿入されていることを利用し、１フレームに対して、フレームの再生用タイムスタン
プがシステムパケットに付加されている場合は、タイムスタンプを再生時刻情報として採
用し、フレームの再生用タイムスタンプが付加されていない場合は、動画像ビットストリ
ームのヘッダ情報内にある復号時刻情報を採用することを特徴とするものである。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【００２２】
図１は本発明に係るマルチメディア情報受信装置の一実施形態として、携帯電話機に本発
明を適用した場合の全体構成を示すブロック図である。この携帯電話機ＭＳは、無線部１
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と、ベースバンド部２と、入出力部３と、電源部４とから構成される。
【００２３】
同図において、基地局（図示せず）から移動通信システム用の無線回線を介して到来した
無線周波信号は、アンテナ１１で受信されたのちアンテナ共用器（ＤＵＰ）１２を介して
受信回路（ＲＸ）１３に入力される。受信回路１３は、高周波増幅器、周波数変換器及び
復調器を備える。そして、上記無線信号を低雑音増幅器で低雑音増幅したのち、周波数変
換器において周波数シンセサイザ（ＳＹＮ）１４から発生された受信局部発振信号とミキ
シングして受信中間周波信号又は受信ベースバンド信号に周波数変換し、その出力信号を
復調器でディジタル復調する。復調方式としては、例えばＱＰＳＫ方式に対応した直交復
調方式が用いられる。なお、上記周波数シンセサイザ１４から発生される受信局部発振信
号周波数は、ベースバンド部２に設けられた主制御部２１から指示される。
【００２４】
上記復調器から出力された復調信号はベースバンド部２に入力される。ベースバンド部２
は、主制御部２１と、多重分離部２２と、音声符号復号部（以後音声コーデックと呼称す
る）２３と、画像処理部２４と、ＬＣＤ制御部２５と、システムタイムクロック部（ＳＴ
Ｃ部）２６とを備えている。システムタイムクロックとは、受信側内部の基準クロックで
、例えば２７ＭＨｚのクロックであり、位相を調整して受信側との同期をとることができ
るようになっている。
【００２５】
上記復調信号は、主制御部２１において制御情報であるかマルチメディア情報であるかが
識別され、マルチメディア情報であれば多重分離部２２に供給されてここで音声データと
画像データとに分離され、それぞれタイムスタンプと共に出力される。
【００２６】
音声データは音声コーデック２３に供給され、音声復号された後、システムタイムクロッ
ク部２６から供給されるクロックと音声パケットに付加されているタイムスタンプ（ＰＴ
Ｓ）に基づいて入出力部３のスピーカ３２から出力される。また、画像データは画像処理
部２４に供給され、画像復号された後、システムタイムクロック部２６から供給されるク
ロックと画像データパケットに付加されているタイムスタンプ（ＰＴＳ）に基づいてＬＣ
Ｄ制御部２５を介して入出力部３のＬＣＤ３４に供給され表示される。
【００２７】
尚、上記ＬＣＤ３４には、主制御部２１から出力された自装置の動作状態を表す種々情報
、例えば電話帳や受信電界強度検出値、バッテリの残量なども表示される。
【００２８】
一方、入出力部３のマイクロホン３１から出力されたユーザの送話音声信号は、ベースバ
ンド部２の音声コーデック２３に入力され、ここで音声符号化されたのち多重分離部２２
に入力される。またカメラ（ＣＡＭ）３３から出力された画像信号は、ベースバンド部２
の画像処理部２４に入力され、ここでＭＰＥＧ－４による画像符号化処理が施された後、
上記多重分離部２２に入力される。多重分離部２２では、上記符号化された音声データと
画像データとがＭＰＥＧ－２システムで規定される所定のフォーマットで多重化される。
この多重化された送信データは主制御部２１から無線部１の送信回路（ＴＸ）１５に入力
される。
【００２９】
送信回路１５は、変調器、周波数変換器及び送信電力増幅器を備える。上記送信データは
、変調器でディジタル変調されたのち、周波数変換器により周波数シンセサイザ１４から
発生された送信局部発振信号とミキシングされて無線周波信号に周波数変換される。変調
方式としては、ＱＰＳＫ方式が用いられる。そして、この生成された送信無線周波信号は
、送信電力増幅器で所定の送信レベルに増幅されたのち、アンテナ共用器１２を介してア
ンテナ１１に供給され、このアンテナ１１から図示しない基地局に向け送信される。
【００３０】
尚、電源部４には、リチウムイオン電池等のバッテリ４１と、このバッテリ４１を充電す
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るための充電回路４２と、電圧生成回路（ＰＳ）４３とが設けられている。電圧生成回路
４３は、例えばＤＣ／ＤＣコンバータからなり、バッテリ４１の出力電圧をもとに所定の
電源電圧Ｖccを生成する。
【００３１】
また入出力部４には、操作時及び通信時にＬＣＤ３４及びキー入力部３５を照明するため
の照明器３６が設けられている。この照明器３６は、例えばバックライト又はイルミネー
ションと呼ばれる。
【００３２】
また主制御部２１は、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ及びＲＡＭなどからなる内部メモリを
備えたもので、無線チャネルの接続制御や通信リンク確立後の通信制御等、通常の制御機
能を備えている。
【００３３】
図２は、上記画像処理部２４に本発明を適用した場合の具体的な構成を示すブロック図で
ある。
【００３４】
図２において、上記カメラ３３から出力された動画像信号は、画像入力部２４１でディジ
タル化された後、フレームメモリ２４２に記憶される。動画像信号符号化部２４３は、フ
レームメモリ２４２に記憶された動画像データをＭＰＥＧ－４の動画像符号化方式で圧縮
符号化し、フレーム毎にヘッダ情報としてタイムスタンプを付加して動画像ビットストリ
ームを生成する。この動画像符号化部２４３から出力される動画像ビットストリームは出
力バッファ２４４を介して多重分離部２２に供給され、音声コーデック２３で符号化され
たマイク入力の音声ビットストリームとＭＰＥＧ－２システムに準拠した形式で多重され
て、マルチメディア情報として送信される。
【００３５】
ここで、上記多重分離部２２では、１フレーム毎、または複数フレーム毎にパケット化し
てＰＥＳパケットを生成する。このとき、ＰＥＳパケット中に音声と同期した再生出力用
のタイムスタンプ（ＰＴＳ）が付加される。その方法としては、動画像ビットストリーム
をVOP（フレーム）単位でPESパケット化する場合と、複数のVOPフレーム単位でPESパケッ
ト化する場合がある。
【００３６】
また、上記多重分離部２２では、ＰＥＳパケットを固定長のＴＳ（Transport Stream）パ
ケットに変換する。このＴＳパケットのヘッダには、送信側と受信側のシステムクロック
の時刻同期を図るためのシステム時刻参照値（PＣＲ：Program Clock Reference）が付加
される。
【００３７】
上記のようにして生成されたマルチメディア情報が受信された場合、多重分離部２２は受
信したＴＳパケットからＰＥＳパケットを復元し、各ＰＥＳパケットから音声ビットスト
リームと動画像ビットストリームとを分離し、音声ビットストリームを音声コーデック２
３に送出してスピーカ３２に再生させ、動画像ビットストリームを画像処理部２４に送出
する。このとき、ＰＥＳパケット中に付加されたタイムスタンプ（ＰＴＳ）を動画像ビッ
トストリームに付加しておく。
【００３８】
この付加の方法は、例えば動画像ビットストリームをフレーム単位でＰＥＳパケットとす
る場合に、図３（ａ）に示すように全てのＶＯＰヘッダ情報（ＶＯＰスタートコード）の
前にタイムスタンプ（ＰＴＳ）を付加する方法、ｎフレームの動画像ビットストリームを
まとめてＰＥＳパケットとする場合に、図３（ｂ）に示すように最初のＶＯＰヘッダ情報
の前にのみタイムスタンプ（ＰＴＳ）を付加する方法、図３（ｃ）に示すように途中のＶ
ＯＰヘッダ情報の前にもタイムスタンプ（ＰＴＳ）を付加する方法がある。尚、図３にお
いて、ＶＯＰデータは１フレーム分の動画像ビットストリームを意味する。
【００３９】
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また、多重分離部２２は受信したＴＳパケットのシステム時刻参照値（PＣＲ）をSTC部２
６へ送る。STC部は、送られたPCRから自身のクロックを送信側に同期した形に補正し、音
声コーデック２３、画像処理部２４に供給し、同期再生の基準とさせる。
【００４０】
画像処理部２４では、多重分離部２２からの動画像ビットストリーム及びタイムスタンプ
（ＰＴＳ）は入力バッファ２４５に蓄積される。動画像信号復号部２４６は入力バッファ
２４５に蓄えられた動画像ビットストリーム及びタイムスタンプ（ＰＴＳ）を復号し、復
号されたフレームに対応したタイムスタンプ（ＰＴＳ）及び動画像ビットストリームのヘ
ッダ情報に含まれる再生時刻を示すタイムスタンプの情報を時間制御部２４７に与え、復
号した画像データをフレームメモリ２４８に蓄える。
【００４１】
また、多重分離部２２から与えられるSCRにより補正されたシステムタイムクロック（Ｓ
ＴＣ）は時間制御部２４７に与えられる。この時間制御部２４７はシステムタイムクロッ
ク（ＳＴＣ）が動画像信号復号部２４６からの再生出力用タイムスタンプ（ＰＴＳ）と一
致した時刻または動画像自身用のタイムスタンプに相当する時間だけ過ぎた時刻に画像出
力部２４９へ画像データの出力要求を送出する。
【００４２】
画像出力部２４９は、時間制御部２４７から出力要求を受け付けると、フレームメモリ２
４８から画像データを読み出し、ＬＣＤ制御部２５を通じてＬＣＤ３４に表示させ、時間
制御部２４７へ出力完了通知を送出する。時間制御部２４７は画像出力部２４９から出力
完了通知を受け付けると、入力バッファ２４５ヘの読み出し要求を送出し、動画像信号復
号部２４６に次のフレームの復号を開始させる。
【００４３】
上記構成による画像処理部２４において、以下、本発明による動画像再生処理として第１
乃至第３の実施形態を説明する。
【００４４】
まず、第１の実施形態として、フレーム毎にＰＥＳパケットが構成され、図３（ａ）に示
すように全てのＶＯＰヘッダ情報（ＶＯＰスタートコード）の前にタイムスタンプ（ＰＴ
Ｓ）が付加されている場合を考える。図４に本実施形態の画像データ出力タイミング図を
示す。
【００４５】
各ＰＥＳパケット中に付加されたタイムスタンプをそれぞれＰＴＳ＃０，ＰＴＳ＃１…と
し、それから得られる再生時刻をＴＳ０，ＴＳ１…する。この場合、全てのフレームにつ
いてタイムスタンプ（ＰＴＳ）が得られるので、システムタイムクロック（ＳＴＣ）によ
って示される時刻ｔがｔ≧ＴＳ０（＝Ｔ０）でフレーム♯０の画像（ＶＯＰデータの復号
出力画像）を表示し、ｔ≧ＴＳ１（＝Ｔ１）でフレーム♯１の画像を表示する。
【００４６】
次に、本発明の第２の実施形態として、ｎ個のフレームをまとめてＰＥＳパケットを構成
し、図３（ｂ）に示すように最初のＶＯＰヘッダ情報の前にのみタイムスタンプ（ＰＴＳ
）が付加されている場合を考える。図５に本実施形態の画像データ出力タイミング図を示
す。
【００４７】
先頭フレーム♯０のＶＯＰヘッダ情報の前に付加された再生用タイムスタンプＰＴＳ＃０
による時刻をＴＳ０、フレーム♯０のＶＯＰヘッダ情報内のタイムスタンプB－ＴＳ＃０
による時刻をＴＢ０、次のフレーム♯１のＶOＰヘッダ情報内のタイムスタンプB－ＴＳ＃
１による時刻をＴＢ１とする。
【００４８】
まず、フレーム♯０については再生時刻ＴＳ０を決めるタイムスタンプＰＴＳ＃１が得ら
れるので、基準時刻ｔがｔ≧ＴＳ０（＝Ｔ０）でフレーム♯０の画像を表示する。次に、
フレーム＃１については再生用タイムスタンプＰＴＳが得られないので、フレーム＃１の
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ＶＯＰヘッダ情報中の復号用タイムスタンプＢ－ＴＳ＃１を利用する。この場合、フレー
ム♯１の表示時刻Ｔ１を
Ｔ１＝ＴＳ０＋（ＴＢ１－ＴＢ０）
とし、ｔ≧Ｔ１でフレーム＃１の画像を表示する。以後、同様にして、最終的にフレーム
＃ｎのＶＯＰヘッダ情報内の復号用タイムスタンプＢ－ＴＳ＃ｎによる時刻をＴＢｎとす
ると、フレーム＃ｎの表示時刻Ｔｎ（ｎはｎ≧１の整数）は
Ｔｎ＝ＴＳ０＋（ＴＢｎ－ＴＢ０）
となり、ｔ≧Ｔｎでフレーム＃ｎの画像を表示する。
【００４９】
この実施形態の場合、ＴＳ０が動画像を表示するための初期遅延時間と考えることができ
るので、オーディオ信号と動画像信号間で同期を取って多重化するシステムにおいて、初
期遅延時間を正確に設定することが可能となる。
【００５０】
本発明の第３の実施形態として、ｎ個のフレームをまとめてＰＥＳパケットを構成し、図
３（ｃ）に示すように、途中のＶＯＰヘッダ情報の前にもタイムスタンプ情報が付加され
ている場合を考える。この途中のＶＯＰヘッダ情報の前というのは、例えば、２秒間等の
一定時間間隔でのＶＯＰヘッダ情報の前でもよく、Ｉピクチャ（Ｉ－ＶＯＰ）のＶＯＰヘ
ッダ情報の前としてもよい。また、ＭＰＥG－４の動画像ビットストリームは、Configura
tion Information（ＣＩ）と呼ばれる部分とElementary Stream（ＥＳ）と呼ばれる２つ
の部分に大別され、ＣＩはＥＳに対して少なくとも１つ存在するが、動画像ビットストリ
ーム内にＣＩは何度挿入されてもよく、このＣＩが挿入された後のＶＯＰヘッダ情報の前
としてもよい。
【００５１】
図６に本実施形態の画像データ出力タイミング図を示す。例えば第２に実施形態のように
フレーム＃０にタイムスタンプ（ＰＴＳ０）が付加され、さらにフレーム＃ｍ（ｍは１＜
ｍ＜ｎの整数）のＶOＰヘッダ情報の前にタイムスタンプ（ＴＳｍ）が付加されていた場
合、フレーム＃ｍ-1の表示時刻をＴｍ-1、フレーム＃ｍの表示時刻をＴｍ、フレーム＃ｎ
の表示時刻をＴｎとすると、
Ｔｍ-１＝ＴＳ０＋（ＴＢｍ-１－ＴＢ０）
Ｔｍ＝ＴＳｍ
Ｔｎ＝ＴＳｍ＋（ＴＢｎ－ＴＢｍ）
とする。この場合、フレーム＃ｍ-１では、フレーム＃０の再生用タイムスタンプＰＴＳ
＃０による時刻ＴＳ０とフレーム＃ｍ-１のＶＯＰヘッダ情報内の復号用タイムスタンプ
Ｂ－ＴＳ＃ｍ-１による時刻ＴＢｍ-１を基準として表示時刻を計算し、ｔ≧Ｔｍ-１でフ
レーム＃ｍ-１の画像を表示する。また、フレーム＃ｍでは、再生用タイムスタンプＰＴ
Ｓ＃ｍによる時刻ＴＳｍを表示時刻とし、ｔ≧Ｔｍでフレーム＃ｍの画像を表示する。ま
た、フレーム＃ｎでは、フレーム＃ｍの再生用タイムスタンプＰＴＳｍとフレーム＃ｎの
ＶＯＰヘッダ情報内の時間情報による時刻ＴＢｎを基準として表示時刻を計算し、ｔ≧Ｔ
ｎでフレーム＃ｎの画像を表示する。
【００５２】
この実施形態の場合、特に移動体通信（無線通信）等の伝送品質に低い伝送路で利用した
とき、動画像ビットストリーム内のタイムスタンプに誤りが混入され、誤った時刻情報で
画像が表示されてしまうことが考えられるが、ＰＥＳパケットの途中で付加された再生用
タイムスタンプ（ＰＴＳ）を表示時刻とすることにより、誤った時刻情報がより信頼性の
高いシステム時刻情報にリセットされることになる。
【００５３】
また、本実施形態のように、タイムスタンプ情報を動画像ビットストリーム内の途中に挿
入する場合、動画像ビットストリーム内のタイムスタンプ情報を検索し、その時点から復
号することが可能となるため、動画像ビットストリーム内のタイムスタンプ情報が付加さ
れたフレームに対してランダムアクセスが可能となる。
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【００５４】
したがって、以上の実施形態による画像処理部の復号再生処理構成によれば、フレーム毎
に再生用タイムスタンプ（ＰＴＳ）が動画像ビットストリームに付加されている場合は、
動画像ビットストリームのヘッダ情報に付加されているタイムスタンプではなく、再生用
タイムスタンプ（ＰＴＳ）を再生時刻情報として採用し、再生用タイムスタンプ（ＰＴＳ
）が動画像ビットストリームに付加されていない場合は、動画像ビットストリームのヘッ
ダ情報に付加されているタイムスタンプからフレームの再生時刻情報を換算するようにし
ているので、必ずしもフレーム毎にタイムスタンプを持つ必要がなくなり、動画像信号の
１フレームに対するオーバヘッドを軽減することが可能となる。また、初期遅延時間の設
定及び再生用タイムスタンプ（ＰＴＳ）情報が付加されたフレームでのランダムアクセス
が可能という効果も得られる。
【００５５】
尚、以上の実施形態は、本発明を携帯電話機の画像処理部に適用した場合の例であるが、
本発明はこれに限定されるものではなく、ＭＰＥＧ－４システムまたはこれに類似する規
格を採用するマルチメディア情報伝送システムの受信装置にも適用可能である。
【００５６】
【発明の効果】
以上のように、１フレームの動画像ビットストリーム長が可変であり、全てのフレームの
動画像ビットストリームに復号用の時刻管理情報が付加される動画像符号化方式が採用さ
れ、１フレームの動画像ビットストリーム毎にパケット化されている場合、複数フレーム
の動画像ビットストリームがまとめられてパケット化されている場合のいずれの場合でも
、全フレームの動画像ビットストリームの正確な再生時刻を求めることのできる動画像復
号再生装置と、この装置を用いて動画像と音声を正確に同期再生することのできるマルチ
メディア情報受信装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係るマルチメディア情報受信装置の一実施形態として、携帯電話機に
本発明を適用した場合の全体構成を示すブロック図。
【図２】　図１の画像処理部に本発明を適用した場合の具体的な構成を示すブロック図。
【図３】　図１の多重分離部において、ＰＥＳパケット生成の際に、動画像ビットストリ
ームに再生用タイムスタンプを付加する３種類の方法を説明するための動画像ビットスト
リーム構成を示す図。
【図４】　本発明の第１の実施形態を説明するための画像データ出力タイミング図。
【図５】　本発明の第２の実施形態を説明するための画像データ出力タイミング図。
【図６】　本発明の第３の実施形態を説明するための画像データ出力タイミング図。
【符号の説明】
ＭＳ…携帯電話機
１…無線部
１１…アンテナ
１２…アンテナ共用器（ＤＵＰ）
１３…受信回路（ＲＸ）
１４…周波数シンセサイザ（ＳＹＮ）
１５…送信回路（ＴＸ）
２…ベースバンド部
２１…主制御部
２２…多重分離部
２３…音声符号復号部（音声コーデック）
２４…画像処理部
２４１…画像入力部
２４２…フレームメモリ
２４３…動画像信号符号化部
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２４４…出力バッファ
２４５…入力バッファ
２４６…動画像信号復号部
２４７…時間制御部
２４８…フレームメモリ
２４９…画像出力部
２５…ＬＣＤ制御部
２６…システムタイムクロック部（ＳＴＣ部）
３…入出力部
３１…マイクロホン
３２…スピーカ
３３…カメラ（ＣＡＭ）
３４…ＬＣＤ
３５…キー入力部
３６…照明器
４…電源部
４１…バッテリ
４２…充電回路
４３…電圧生成回路（ＰＳ）

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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